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概 要 
 

 

○ 中標津町で４月 18 日に回収された死亡野鳥（オオヒシクイ）からＡ型鳥

インフルエンザウイルスの陽性反応が確認（陽性）されたことに伴い、４

月 21 日に環境省が指定した野鳥監視重点区域は、その後、当該区域内で野

鳥の大量死等が確認されなかったため、５月 16 日 24 時に解除（※）され

ましたのでお知らせします。 

※ 環境省では野鳥監視重点区域を高病原性確認個体の回収日の次の日

を１日目として28日目の24時に解除するとしております。 

 

 

〈道の今後の対応〉 

国内の野鳥サーベイランス(調査)が「対応レベル３」（最高レベル）とさ

れていることから、各振興局で野鳥生息場所の監視、死亡野鳥等の検査など

の監視強化を継続します。 

参 考 
○ 高病原性鳥インフルエンザは、感染した鳥と密接に接触するなどの特殊
な場合を除いて、通常では人に感染しないと考えられています。 
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